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令和７年５月２３日 
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 

 
民間競争入札実施事業 

「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の LAN システムヘルプデスク業務」 
の実施状況について 

 
１．事業の概要 
  「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」 （平成 18 年法律第 51 号）に基づ
く民間競争入札を行い、以下の内容により令和 5 年度及び令和 6 年度において「国立研究
開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の LAN システムヘルプデスク業務」を実施して
いる。当該法律の下での事業の運営は、第１期目である。 
 
（１）業務内容 
 農研機構の役職員が使用するリース等により調達した農研機構 LAN システムに接続する
業務用端末、レンタル等により調達して在宅勤務に使用する端末等の障害問い合わせやソ
フトウェアの導入支援などの問題解決に対応するヘルプデスク業務を行っている。 
 
（２）業務期間 
 令和 5 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日（３年間） 
 
（３）契約金額 
 76,788 千円（税抜） 
 
（４）受託事業者 
 大興電子通信株式会社   
 
（５）実施状況評価期間 
 令和 5 年 4 月 1 日～令和７年 3 月 31 日 
 
（６）受託事業者決定の経緯 
 実施要項に基づき、事業者（３者）から提出された競争参加確認申請書及び応札要件の確
認資料に基づき確認した結果、当機構で求めた仕様書の要求事項が３者とも全て満たされ
ていることを確認した。 

一般競争入札（最低価格落札方式）にあたっては、令和 5 年 1 月 25 日の開札日前に１者
が辞退したものの、2 者が入札に参加した。１回目の開札では落札者がなく、再度入札を行
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ったが同様に２者とも落札とならなかったことから、再度入札で有効な入札を行った最低
価格の入札者と契約締結に向けて協議を行ったところ、契約締結の意向があり同日に見積
書の提出があった。 

提出のあった見積額が予定価格の範囲内であったため、上記（４）を契約の相手方として
決定した。（不落随意契約） 
 
 
２．確保されるべき質の達成状況及び評価 

「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の LAN システムヘルプデスク業務」
に関する民間競争入札実施要項（令和 4 年 7 月 5 日閣議決定）において定めた民間事業者
が確保すべき質の達成状況に対する評価は以下のとおり。 
 
ア 業務内容 
  「国立研究開発法人農業・食品産業技術同号研究機構の LAN システムヘルプデスク業務
仕様書」に沿って運用業務を適切に実施しており、確保されるべき質は達成されていると認
められる。 
 
イ 利用満足度調査の結果 

業務開始後、年１回の割合でヘルプデスク利用者に対し次の項目の満足度についてアンケ
ートを実施（回収率は 50％以上）し、その結果の基準スコア（60 点以上）を維持すること
とした。 
① 問い合わせから回答までに要した時間 
② 回答または手順に対する説明の分かりやすさ 
③ 回答または手順に対する結果の正確性 
④ 担当者の対応（言葉遣い、親切さ、丁寧さ等） 
各質問とも「満足」（配点 100 点）、「ほぼ満足」（同 80 点）、「普通」（同 60 点）、「やや不満」
（同 40 点）、「不満」（同 0 点）で採点し、各利用者の 4 つの回答の平均スコア（100 点満
点）を算出した結果、R5 年度、R6 年度とも基準スコアは全て達成していた。 
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図 2-1 利用満足度調査結果（R5 年度） 
回収率：54.4%（実施数：500 件 回答数：272 件）

スコア 87.3 点 スコア 85.1 点 

スコア 85.1 点 スコア 87.6 点 
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図 2-2 利用満足度調査結果（R6 年度） 
回収率：66.3%（実施数：605 件 回答数：401 件） 

 
ウ セキュリティ上の重大障害件数 
 個人情報、施設等に関する情報その他の契約履行に際し知り得た情報漏えい等の重大な
障害は、R5 年度、R6 年度とも 0 件であった。 
 
エ 業務端末運用上の重大障害件数 

問合せを受けた業務端末が長期にわたり正常に稼働できない事態・状況及び保有するデ
ータの喪失等により、業務に多大な障害が生ずるような重大な障害は、R5 年度、R6 年度と
も 0 件であった。 
 
オ 問題解決率 
 全問い合わせ件数のうち、問題が解決しているのは、R5 年度が年間平均で 96.7%だった。
R6 年度は年度末に実施した端末セキュリティシステム移行作業があった関係から、例年の
繁忙期と比較しても 3 月は 2 倍以上の問い合わせがあり年間平均は 92.7%となった。ただ
し、対応中（未完了）の案件は、R5 年度、R6 年度とも月別の報告時点の件数であり、その
時点で全て対応方法は案内済で、それに対する対応結果の回答待ちだったものの件数であ
り、その後は全て完了している。 

スコア 91.5 点 スコア ８８．１点 

スコア ８７.5 点 スコア ９０．３点 
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図 2-3 月別問題解決率（R5 年度） 

 

 
図 2-4 月別問題解決率（R6 年度） 

 
カ 当日中の回答率 
 問い合わせを受けてから 24 時間以内（休祝日を挟む場合は非勤務日を除外してカウント）
での回答及び問い合わせを受け付けた旨の初回の連絡は R5 年度、R6 年度とも年間を通し
て 100％であった。 
  
 
 

R5年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
対応中（未完了） 4 4 6 3 2 3 3 5 3 4 8 2 47
完了 222 83 125 119 95 85 145 90 98 69 88 139 1,358
合計 226 87 131 122 97 88 148 95 101 73 96 141 1,405
完了割合 98.2% 95.4% 95.4% 97.5% 97.9% 96.6% 98.0% 94.7% 97.0% 94.5% 91.7% 98.6% 96.7%
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R6年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
対応中（未完了） 6 7 7 11 15 3 5 4 4 7 9 71 149
完了 213 105 81 166 78 97 174 100 203 109 140 436 1,902
合計 219 112 88 177 93 100 179 104 207 116 149 507 2,051
完了割合 97.3% 93.8% 92.0% 93.8% 83.9% 97.0% 97.2% 96.2% 98.1% 94.0% 94.0% 86.0% 92.7%
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図 2-5 問い合わせ対応件数（R5 年度及び R6 年度） 
 

 

図 2-6 問い合わせ対応区分別件数（R5 年度） 
 

問い合わせ件数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
R6年度 219 112 88 177 93 100 179 104 207 116 149 507 2,051
R5年度 226 87 131 122 97 88 148 95 101 73 96 141 1,405
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図 2-7 問い合わせ対応区分別件数（R6 年度） 
 
３．実施経費の状況及び評価 

市場化テスト実施前（R3 年度契約）と実施後（R5 年度契約）を年度単位の比較として検
証する。 

（１） 実施経費 
R5～R7 年度（税抜）              76,788 千円① 

     年額 ①÷３              25,596 千円② 
 

（２） 経費削減効果 
R３～4 年度との比較 
市場化テスト開始前の実施経費（年額、税抜）  31,500 千円③ 

     削減額：③－②                 5,904 千円 
削減率：１－②÷③                 18.7％ 
 

（３） 評価 
市場化テスト実施前契約の年度単位での比較においては、年間 18.7％（5,904 千
円）経費が削減されている。 
市場化テストによる２年間の複数年契約から３年間の複数年契約への移行により、
業務経験及び回答事例の蓄積や業務の効率化が期待できたと認められる。 
以上のことから、経費削減効果があったと評価できる。 
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４．民間事業者からの改善提案による改善実施事項等 

民間事業者からアンケートによる利用者からの意見を踏まえ改善提案がなされ、実施さ
れている。 

（１） これまで多く寄せられた質問に対して、カテゴリ別にまとめた FAQ を作成して公
開した。これにより質問者から FAQ に記載されている内容と同等の問い合わせ
があった場合において、ヘルプデスクの方が FAQ の記載内容の確認を促すことで
より早期に解決する、といった改善につながっている。 
 

（２） 業務システムの利用手順等が掲載されているページのリンクをヘルプデスクの問
い合わせ先案内に掲載し、ヘルプデスクへの問い合わせ前に確認してもらえるよ
う構成を変更したことで利用者の利便性が向上するとともに、ヘルプデスクから
利用手順等の案内をする負担を減らすことによる業務のリソース確保につながっ
た。 

（３） 電話、メールで解決できない又は、現地対応できない場合にリモートにより対応
できる仕組みを構築した。リモートにより質問者の PC の操作を確認しながら問
題点の洗い出しや対処法の提案を行うことが可能となり、構築前と比較してより
シームレスな対応が可能となった。 
 

（４） PC の初期設定マニュアルで利用者から改善要望のあった内容を見直し更新した。
マニュアルに記載した操作画面を確認することで、設定に誤りがあった場合の判
別が容易となったことから、今後は統一的な運用が可能となる。 
 

５．外部有識者の評価 
  本事業の実施状況について、外部有識者から評価を受けており、競争性の確保、確保さ

れるべき質、経費削減に関しては「良好」又は「概ね良好」であるとの評価であり、実施
状況全体の評価としては「良好」であるとの評価であった。 

 
６．全体的な評価 
 以上を含めた実施状況の全体的な評価は、以下のとおりである。 
（１） 期間中、受託民間事業者が業務改善指示を受けることや、業務にかかる法令違反行

為等はなかった。 
（２） 当機構には、監事及び外部有識者（弁護士、公認会計士等）で構成している契約監

視委員会が設置されており、実施状況についてチェックを受ける体制を確保してい
る。 

（３） 入札に当たっては、１．（６）において先述のとおり、２者の応札があり、２者とも
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応札の条件を満たしていたが、２度の入札においても落札者がなかったことから、
再度の入札で有効な入札を行った者のうち最低価格であった者と随意契約を締結し
たものであるが、応札者は 2 社であったことから競争性は確保されていたと認めら
れる。 

（４） 対象公共サービスの確保されるべき質に係る達成目標については、２．において先
述のとおり、目標値を達成しており、民間事業者からの改善提案に基づき改善に向
けての取り組みが積極的に行われていることから、達成していると認められる。 

（５） 従来経費と契約金額（支払金額）とを比較した場合、３．において先述のとおり、
物価及び労務単価の上昇を考慮すれば、経費削減の点で効果を上げていると認めら
れる。 

 
７．今後の方針 

上記結果から、本事業については、総合的に判断し良好な結果が得られていることから、
「市場化テスト終了プロセスに関する指針」（平成 26 年３月 19 日官民競争入札等監理委員
会決定）Ⅱ．１．（１）に基づき、市場化テストを終了し、今後は当機構の責任において本
業務を実施することとしたい。 

なお、市場化テスト終了後も、公共サービスの質、実施期間、入札参加資格、入札手続及
び情報開示に関する事項を踏まえたうえで、引き続きサービスの質の維持向上及びコストの
削減を図っていくこととしたい。 


